
１９

報 道 資 料 平成２７年６月３０日 

中 国電力株式会社

島根原子力発電所 低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる

添加水流量計の校正記録における不適切な取り扱いについて 

当社，島根原子力発電所において発生した低レベル放射性廃棄物※１（以下「ＬＬＷ」

という。）の搬出に先立ち，日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）により実

施された監査において，ドラム缶にモルタル充填する際に用いる添加水流量計２カ所

の校正※２記録の一部に不適切な取り扱いがあったことが判明しました。本事案は，当

該流量計について，実際には校正していないにも関わらず，校正されていたかのよう

に記録を作成し，監査に提出していたものです。 

今回の事案を受け，本年９月に計画していた日本原燃の「低レベル放射性廃棄物埋

設センター」へのＬＬＷの搬出計画（当初搬出予定：１，２４０本）を見合わせるこ

ととし，計画の変更について，本日，日本原燃へ連絡を行いました。 

本件については，原子力規制庁および関係自治体へ連絡しています。 

当社としましては，平成２２年３月に，島根原子力発電所の点検不備を公表して以

降，全社を挙げて再発防止対策の取り組みを進める中で，このような事案が発生した

ことを極めて重く受け止めており，また，地元の皆さまをはじめ，多くの関係者の方々

にご心配をお掛けし，誠に申し訳なく，深くお詫び申し上げます。 

これまでに，ＬＬＷドラム缶の漏えい等がないことを確認しており，外部への放射

能による影響はありません。 

現時点で，本事案に関して，組織的な関与は認められませんが，今後，他の機器に

おける同様の不備の確認も含めた詳細な事実関係を調査・検証するための体制を早急

に構築し，原因究明を徹底したうえで，再発防止策を取りまとめ，改めてお知らせい

たします。

※１ 低レベル放射性廃棄物 

   原子力発電所の運転等に伴って発生する放射能レベルの低い放射性廃棄物。気体，液体，

固体などの性状等によりさらに区分のうえ，管理・処理している。今回の事案では，島根原

子力発電所で使用した配管や保温材などの固体廃棄物が該当する。 

当社は，平成 5 年から 15 回にわたり約 19,000 本の固体廃棄物（ドラム缶）を日本原燃の

「低レベル放射性廃棄物埋設センター」へ搬出している。 

※２ 流量計の校正 

   実流量試験により，流量計の示す値と実流量を比較することで，流量計による計量値が正

常か否かの確認を行い，必要に応じて流量計の調整などを行うこと。 



【今回の事案が判明した経緯】 

○平成２７年６月１６日から１９日の間において，今年度輸送を予定している  

ＬＬＷについて，日本原燃の廃棄確認申請※３に先立ち実施する監査を受けた。 

○監査の際，発電所の担当者（１名）は「添加水流量計（２カ所）」の校正記録の

写しを提示したが，日本原燃より原本の提示を求められ，監査期間中に原本を提

示することができなかった。 

○その後，担当課長が，これまで計器の校正を委託していた会社に確認したところ，

添加水流量計（２カ所）の校正記録６件のうち，４件については校正を実施して

いないことが判明した。また，その後の調査で，その４件について校正されてい

たかのように担当者が校正記録の写しを作成し，監査に提出していたことが判明

した。 

○当該機器は社内手順書において「校正後６カ月を超えて使用しないこと」と定め

ていたが，社内で調査したところ，平成２６年５月の固型化設備稼働前に校正す

べきところを実施せず，校正されていない状態で使用していたことが判明した。 

○これに伴い，担当者が過去に担当したモルタル固型化設備に関する業務について

の確認を行ったところ，「モルタル流量計（１カ所）」についても定められた期間

内に校正を実施しないまま使用していたことも判明した。 

※３ 廃棄確認申請 

ＬＬＷの埋設処分にあたり，電力会社は埋設しようとする廃棄体が技術基準を満足し

ていることを検査する。埋設事業者である日本原燃は，電力会社の検査結果等を監査に

よって確認した上で，原子力規制委員会に対し申請（廃棄確認申請）を行う。 

【流量計の点検概要】 

 ・点検内容 

①流量計からあらかじめ定めた模擬信号（基準値）を出力の上，記録計等に表示

される指示値を読み取り，基準値と指示値の誤差が計器精度内にあることを確

認する。（実施済） 

②流量計の計器精度を定期的に基準値内に校正する。（未実施） 

 ・点検頻度 

①１回／１年 

②１回／６カ月（添加水流量計），１回／１年（モルタル流量計） 

・その他 

固型化設備等を使用しない場合は定期校正を省略できる。なお，定期校正を省

略した固型化設備等を使用する場合は，使用開始前までに校正を実施する。 

以 上 

＜別紙＞ 固型化設備の概略



別紙 

固型化設備の概略

＜設置場所＞ 

 サイトバンカ建物（添加水流量計およびモルタル流量計の設置場所は管理区域外）

＜ＬＬＷの製作フロー＞ 

＜固型化設備のプロセスフロー＞ 

※１：モルタルの流動性を確保するため，モルタル混練機へ供給する水の量を測定するため

の機器。流量計は２系統（Ａ系，Ｂ系）あり，どちらか１系統を使用する。

※２：モルタルをドラム缶へ充填する際の流量を測定するための機器。流量計は１系統。
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【モルタル製作】
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